
四日市市告示第１９０号  

 四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和８年３月３１日  

                    四日市市長 森  智 広  

 

四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の一部を改正する要綱  

四日市市中小企業振興資金融資制度要綱（昭和５０年四日市市告示第１号）の一部

を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（融資の対象） （融資の対象） 

第５条 （略） 第５条 （略）  

 ２ 四日市市中小企業振興資金（経営再

建型）の融資対象となるものは、本市

内に主たる営業所又は事務所を有し、

常時使用する従業員の数が 50 人（商業

又はサービス業を主たる事業とする事

業者については 30 人）以下の中小企業

者で次の条件を備えているものとす

る。 

(１)経営が適切と認められるもの 

(２)協会の保証対象業種に該当するもの

で貸付金の返済が確実であるもの 

(３)市税を完納しているもの 

(４)次のいずれかに該当するもの 

ア 申込み時の最近３か月の売上高が平

成３１年１月以降のいずれかの同時期と

比べ、３％以上減少しているもの 

イ 申込時点における最近３か月間の月

平均売上総利益又は営業利益が前年同期

と比べ、３％以上減少しているもの 

 （資金の使途）  （資金の使途） 



第６条 （略） 第６条 （略） 

 

 

 

 

２ 本要綱による融資で、他の融資の借

換を行うことはできないものとする。 

２ 四日市市中小企業振興資金（経営再

建型）の使途は、事業の経営の安定を

図るために必要な設備資金及び運転資

金とする。 

３ 本要綱による融資で、他の融資の借

換を行うことはできないものとする。 

（融資の条件） （融資の条件） 

第７条 （略）  第７条 （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 四日市市中小企業振興資金（経営再

建型）の条件は、次の各号により行う

ものとする。 

(１)融資限度額 １企業につき、３，０

００万円 

(２)貸付利率 年率１．５％（固定） 

(３)貸付期間及び返済方法 

  月賦返済とする。 

  運転資金 ７年以内（据置期間１年

含む。） 

  設備資金 １０年以内（据置期間２

年含む。） 

(４)保証料率 保証協会所定料率－１．

０％ 

(５)保証割合 ８０％ 

(６)担保   原則無担保。ただし保証

協会又は指定金融機関の定めるところ

による。 

(７)連帯保証人 原則として借受者が法

人の場合は代表者が連帯保証人とな

り、個人の場合は不要とする。ただし、

他に実質的経営者がいる場合等は連帯

保証人に加える場合がある。法人代表



 

 

 

 

 

者であって事業者選択型経営者保証非

提供制度を利用する場合、中小企業庁

が定める事業者選択型経営者保証非提

供制度要綱（20240115 中庁第 15 号）に

基づくものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（商工農水部商業労政課） 

 

 


